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平成27年７月15日号

国民健康保険「限度額適用認定証」・「限度
額適用・標準負担額減額認定証」の更新

届け出な
ど

　認定証の有効期限は７月末です。既に
お持ちの方も申請による更新が必要です。
b保険年金課（田無庁舎２階）・市民課（保
谷庁舎１階）
h①来庁者の本人確認ができるもの　
②認定証を作る方の保険証　③印鑑
❖認定証とは
　所得や年齢に応じて、１カ月間に医療
機関へ支払う医療費の自己負担限度額が
決まっています。国保加入者が上記認定
証を医療機関に提示すると、一医療機関
の１カ月間の会計を所定の限度額まで抑
えられます。
　支払った医療費が限度額を超えた方へは、
高額療養費の申請書を後日送付します。
❖70～74歳の方は
　「高齢受給者証」が認定証の役割を兼ね
ています（住民税非課税世帯の方は、認
定証の申請が必要）。
◆保険年金課n（p042－460－9821）

介護保険負担割合証の送付

　８月から一定所得以上の方が介護保険
サービスを利用したとき、負担割合は２
割になります。これに伴い介護認定をお
持ちの方へ、負担割合１割または２割が
記載された「介護保険負担割合証」を７月
中旬に送付します（申請不要）。
　介護保険被保険者証と一緒に保管し、
ケアマネジャーなどに提示してください。
◆高齢者支援課o（p042－438－4030）

「第十回特別弔慰金」請求受付中

d戦没者などの遺族で、４月１日現在
「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者
戦没者遺族等援護法による遺族年金」な
どを受ける方（戦没者などの妻や父母など）
のいない場合に、最優先順位の方１人
□請求期限　平成30年４月２日
※詳細は、お問い合わせください。
◆生活福祉課o（p042－438－4025）

○乳・○子 医療証の現況届
子育て

　現在乳・子医療証をお持ちで次のいず

れかに該当する方へ「現況届」を送付しま
す。必要書類を添えて提出してください。
d①平成27年度の課税状況が公簿で確
認できない方（１月２日以降の転入者・
未申告者など）　②市外に住民登録がある
申請者　③過年度未提出者　
□提出場所　窓口：子育て支援課（田無
庁舎１階）、回収ポスト：市民課（保谷庁
舎１階）・各出張所
※申請時に届けた事項（加入保険など）に
変更があり、変更届を未提出の方は早め
に手続きしてください（出張所では受付
不可）。
◆子育て支援課n（p042－460－9840）

多子・ひとり親の子育て世帯へ
コスモス商品券申請書を送付
　市では、多子世帯・ひとり親世帯に西
東京市コスモス商品券（消費喚起・生活
支援商品券）を交付します。対象と見込
まれる世帯の世帯主へ、７月17日㈮に
申請書を発送予定ですので、必要事項を
記入し市へ郵送してください。
d平成９年４月２日以後に生まれた満
18歳以下の子どもがおり、６月１日現在、
西東京市の住民基本台帳に記載されてい
る、次の①・②のいずれか、または両方
に該当する世帯
①多子世帯：上記の子どもが３人以上い
る　②ひとり親世帯：５月分の育成手当
を受給
□交付額　１世帯につき１万円分（多子
世帯かつひとり親世帯は２万円分）
□有効期間　９月13日～12月31日
◆子育て支援課n（p042－460－9841）

木造住宅の耐震シェルター
設置費用助成対象者の拡大

くらし

　次のとおり対象者を拡大しました。
d65歳以上の高齢者または身体障害者手
帳所持者（１～４級に限る）がいる世帯の方
◆都市計画課o（p042－438－4051）

臨時職員（知的障害のある方）

募集

□資格　市内在住の「愛の手帳」所持者で、
１人で通勤が可能な方
□賃金　時給890円
□選考方法　面接・実技
□試験案内　７月15日㈬～31日㈮に、
職員課（田無庁舎５階）・保谷庁舎総合案
内・障害福祉課（保谷庁舎１階）・障害者

総合支援センターフレンドリーで配布
※市kからもダウンロード可。資格など
詳細は、試験案内を必ずご確認ください。
□申込期限　７月31日㈮（必着）
◆職員課n（p042－460－9813）

文化財保護専門員（９月採用嘱託員）

□資格・人数　次のいずれかに該当する
方・１人
①大学で民俗学・歴史学・考古学のいず
れかを専攻、またはこれと同程度の専門
知識を所有、または学芸員の資格を所有
②埋蔵文化財の調査経験・技術を有し、発
掘調査報告書の執筆および編集を行える
③文化財に関する資料・郷土に関する民
俗資料・そのほか必要な資料などの作成・
収集・保存・展示・研究を行える
□試験日　８月１日㈯
□報酬　時給2,700円
□選考方法　書類選考・面接
□募集要項　７月24日㈮まで、社会教
育課（保谷庁舎３階）・職員課（田無庁舎
５階）で配布　※市kからもダウンロー
ド可。募集要項を必ずご確認ください。
□申込期限　７月24日㈮（必着）
◆社会教育課o（p042－438－4079）

学校給食運営審議会委員

c学校給食に関する事項の検討
□資格・人数　市立小・中学校の保護者・
８人　
※ほかの審議会委員などとの兼任不可
□任期　９月１日から２年間
□会議開催　不定期
□報酬　日額１万800円
□選考方法　「学校給食について」をテー
マにした作文（800字程度）
i７月31日㈮（必着）までに、作文と住所、
氏名、生年月日、電話番号、職業、児童・
生徒の在籍校・学年、過去に市の審議会
などに参加したことがある場合はその活
動歴を明記した用紙を、〒202－8555市
役所学校運営課へ郵送または持参（保谷
庁舎３階）
◆学校運営課o（p042－438－4073）

都市計画審議会市民委員

c西東京市の土地利用やまちづくりな
ど、都市計画に関する事項の審議
□資格・人数　市内在住・在勤・在学で
満18歳以上の方・２人
※ほかの審議会委員などとの兼任不可
□任期　10月１日から２年間
□会議数　年６回程度（平日昼間）
□報酬　日額１万800円

市 連からの 絡 帳 □選考方法　「私の考える魅力的なまち
づくり」をテーマにした作文（800字以内）
i８月５日㈬（消印有効）までに、作文
に住所・氏名（ふりがな）・生年月日・電
話番号・職業を明記し、〒202－8555
市役所都市計画課へ郵送・Ｅメール・持
参（保谷庁舎５階）
◆都市計画課o（p042－438－4050・
m toshikei@city.nishitokyo.lg.jp）

健康づくり推進協議会市民委員

c健康づくりを推進するための方策を
総合的に協議・検討
□資格・人数　市内在住・在勤・在学の
満18歳以上で、夜間開催の会議に出席
できる方・４人
※ほかの審議会委員などとの兼任不可
□任期　10月から２年間
□会議数　年４回程度
□報酬　日額１万800円
□選考方法　「健康都市をめざすまちづ
くり」をテーマとした作文（800字程度）
i８月７日㈮（必着）までに、作文と住所・
氏名・生年月日・電話番号・職業・応募
理由を明記した用紙を、〒202－8555
市役所健康課へ郵送または持参（保谷保
健福祉総合センター４階）
◆健康課o（p042－438－4021）

障害者通所施設運営事業者募集

事業者

□事業種別　就労継続支援B型
b田無総合福祉センター
□事業開始　平成28年１月
□選定方法　プロポーザル方式
※詳細は、市kをご覧ください。
◆障害福祉課o（p042－438－4033）

寄附

その他

　市政へのご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
✿車椅子３台と介護用おむつ約800枚
✿３万円　※いずれも匿名希望
◆管財課n（p042－460－9812）
◆秘書広報課n（p042－460－9803）

第68回都民体育大会（春季）の結果

　都内市区町村対抗の歴史あるスポーツ
大会において、本市は剣道競技で第３位
の好成績を収めました。
◆スポーツ振興課o（p042－438－4081）

平成27年度保険料のお支払い
　７月中旬に「後期高齢者医療保険料額
決定通知書」を送付します（平成26年１
～12月の所得をもとに算出）。
❖前年度から引き続き年金天引きの方
　決定した保険料額から仮徴収額（４・
６・８月分）を差し引いた額を10・12月・
平成28年２月に年金から天引きします。
❖10月から年金天引きが開始される方
　保険料額の２分の１相当額を納付書で
納付し（７・８・９月の３期）、残りを
10・12月・平成28年２月に年金から天
引きします。
※詳細は、通知書の５ページを参照
❖年金天引きではない方
　通知書に納付書を同封します。７月～

平成28年２月を８期に分けての納付と
なります。各納期限までに金融機関など
で納付してください。
　口座振替を希望する方は、同封の「預
金口座振替（自動払込）依頼書」を記入し、
金融機関などでお申し込みください。手
続きに時間がかかりますので、依頼書裏
面の申込期限をご確認ください。第１期
分（７月31日納期限）は口座振替が間に合
わないため、納付書での納付となります。
❖２月１日以降に後期高齢者医療制度に
加入した方および所得を更正した方
　平成26年度分または所得の更正した
年度分の保険料として「後期高齢者医療
保険料額決定通知書」を送付します。納
期限は７月31日の１回のみですので、
平成27年度の保険料と併せて納付して

ください。
※納付した保険料は、確定申告などで所
得税や住民税を計算する際、社会保険料
として控除対象となります。

後期高齢者医療限度額適用・
標準負担額減額認定証の更新
　上記認定証の有効期限は７月31日で
す。現在認定証をお持ちで、８月１日か
ら次に該当する方には、更新した認定証
を７月下旬に送付します。
d後期高齢者医療被保険者証の一部負
担金の割合が１割負担で、次のいずれか
に該当する方
①区分Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税
②区分Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税で、
年金収入80万円以下（そのほかの所得な

し）、または老齢福祉年金を受給
※認定証を持っておらず①・②に該当す
る方は要申請（認定証を入院・外来時に
提示することで、食事代・保険適用の負
担額が減額されます）。
※自己負担限度額・入院時食事および生
活療養標準負担額の詳細は、下記jで
ご確認ください。

後 期 高 齢 者 医 療 ◆保険年金課n（p042－460－9823）

j制度に関して：●東京都後期高齢
者医療広域連合お問い合わせセン
ター（p0570－086－519　※PHS、
IP電話からは03－3222－4496）
※土・日曜日、祝日を除く午前９時
～午後５時
●広域連合k「東京いきいきネット」


